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年会費について 

正会員会費規程の一部改正により、 

令和 8年度会費の金額と納入期限が変わります。 

R8 年度会費 納入期限 

2,000 円 令和8 年3 月25 日 (水) 

○年会費払込ハガキは、コンビニエンスストア専用です。 

○退会を希望される場合は「退会届」の提出が必要です。 

ホームページからダウンロードしていただくか、 

郵送希望の場合は、事務局までご連絡ください。 

○事務局で現金はお受けいたしかねます。ご了承ください。 



令和 7年度第 4回理事会（令和 8年 1月開催）において、 

令和 8 年度のシルバー保険の保険金額の改定と
免責金額の設定を行うことを決定いたしました。

詳細につきましては別紙をご覧ください。 
保険会社 東京海上日動火災保険 

傷害保険 

死亡・後遺障害 500 万円 

入院（1 日） 3,000 円 
通院（1 日） 2,000 円 
熱中症補償 あり 

賠償保険 
対人補償 1 億円 
対物補償 3 千万円 

免責（対人・対物） 10 万円 



   ★☆★ 作業会員募集中 ★☆★ 

単発業務  担当：野々下 

1 日～数日の不定期なお仕事です。 

 

 

 

※お問い合わせいただいた方から優先的に連絡します。 

 

草取り作業  担当：甲斐 

墓所清掃 清掃 移動・搬出 網戸 



就業会員募集中           令和 8 年 2 月 25 日現在 

 

勤務地 業種 仕事内容 就業時間 備考 担当 

田原 就労支援施設 
利用者見守り 

調理補助 
9:00～16:00 

（4～5 時間程度） 

月～金 

週 3 日程度 
荻 

田中町 スーパー 寿司づくり外 7:30～12:00 
海産、総菜経験者 

週 3～4 日 

東大道 
ビル管理 ビル清掃 

① 7:10～10:10 

② 7:30～16:00 

月・火・木～土曜日・

祝日（要相談） 

工藤 

荻 末広町 

田尻 保育園 清掃 13:00～15:00 
週 2～3 日 

（週 20 時間未満） 

工藤 

戸次 障害者施設 食事準備作業 

① 6:30～ 9:30 

②10:00～13:00 

③14:30～18:30 

週 20 時間未満 

城南 幼稚園 保育補助 
7:30～18:30 

(うち 2～4時間) 
月～土（週 3日程度） 

平松 

三佐 ガス製造 
ガスボンベの商品

管理補助 

8:30～16:3030 

うち 3.5～7 時間 

月～土曜日 

（週 2～3日） 

鶴崎 スーパー 
商品管理、夜間管

理、カート整理等 
17:00～21:00 週 3～4 日 白木原 

最新の求人情報はこちらから 



シルバー保険の保険金額の改定と免責について（お知らせ） 

 

現在の当センターのシルバー保険引受保険会社である「あいおいニッセイ同和損害保険株式

会社」では、傷害保険での熱中症の補償対象化や、賠償保険での事故多発の影響により、令和８

年度も保険料が引き上げられるとともに、草刈り業務の事故が多発していることから、草刈りの事

故については免責金額が設定されることとなりました。 

つきましては、令和８年度からシルバー保険の保険料の減額を目的に、引受保険会社を「東京

海上日動火災保険株式会社」に変更し、併せて下記のとおり保険金額の改定と免責金額の設定

を行うことを令和７年度第４回理事会（令和８年１月開催）で決定いたしましたので、お知らせいた

します。 

 

記 

     
１．保険金額の見直しと免責金額の設定について 

引受保険会社 
あいおいニッセ

イ同和損害保険 

⇒ 

東京海上日動火

災保険 

傷害保険 

死亡・後遺障害 900 万円 500 万円 

入院（１日） 3 千円 3 千円 

通院（１日） 2 千円 2 千円 

熱中症補償 あり あり 

賠償保険 

対人補償 1 億円 1 億円 

免責金額 なし 10 万円 

対物補償 1 千万円 3 千万円 

免責金額 なし 10 万円 

※変更した保険金額について黄色で網掛けしています。 

 

２．免責金額の取扱いについて 

    免責金額の１０万円はセンターで支払いますが、公益社団法人大分市シルバー人材センタ

ー会員就業規約第１０条第１項の規定（裏面参照）により、これまでどおり２０，０００円を上限

として損害額の１０％に相当する金額を会員に請求することとなります。また、第１０条第２項

の規定（裏面参照）により、故意若しくは重大な過失による場合は免責金額１０万円までの支

払いを請求することとなります。 

           

重大な過失の例   ①草刈りにおける飛び石事故での予防措置の未実施 

②作業前の現場確認の未実施 

③安全・適正就業基準に違反した場合          等 

 

別紙 



 

【参考】 

公益社団法人大分市シルバー人材センター会員就業規約 

 

第５章 損害保険 

（損害保険） 

第１０条 会員が就業中，発注者及び第三者の身体または財産に損害を与えたときは，「シルバ

ー人材センター総合賠償責任保険」約款の定めるところにより損害額は補てんされるものとす

る。ただし，センターは当該会員の過失の状況，過去の事故歴等を勘案し，２０，０００円を上限

として損害額の１０％に相当する金額を当該会員に対し請求することが出来る。 

２ 会員の故意若しくは重大な過失に基き発生した損害賠償又は自動車の所有，使用，管理に起

因して発生した損害賠償のうち，「シルバー人材センター総合賠償責任保険」で担保できない損

害賠償は，この賠償責任を会員が負うものとする。 

 



 

 

 

1 月の事故発生状況 

①派遣 傷害事故 

清掃作業中、シュレッダーを倒して左足親指を打撲した。 

⇒作業時は落ち着いて、丁寧な作業を心掛けること。 

②草取り（軽度生活援助） 賠償事故 

軽度生活援助での草取り作業であるにもかかわらず、 

草刈り機を使用して作業し、飛び石を発生させた。 

その際、敷地内に駐車していた発注者の車に当たった。 

⇒軽度生活援助での草取りで使用できる器具は手カナのみであ

り、依頼外の仕事は行わない。 

断り切れない場合は、センターに連絡を入れること。 

軽度生活援助以外（依頼外）の仕事のため保険対象外 

日々の就業お疲れ様です。 

1 月は 3 件の事故が発生し、事故件数は 31 件となりました。 

「安全はすべてに優先する」・「安全無くして就業なし」を念頭

に、引き続き安全就業の徹底お願いします。 

安全スローガン 

「これくらい」と 

思う過信が 事故招く 

今年度事故件数 31 件 



③派遣 運転中 賠償事故 

送迎中、駐車場出入口を左折時に、左側後部ドアと接触した。 

同乗者 2 名にケガはなし。 

⇒一旦停止等の確認を今以上しっかり行うこと。事故が多発現場

であることも踏まえ、事故後にポールを設置する。 

 

今年度、全国のセンターで発生した重篤事故の件数は 29 件で

す。多くの重篤事故の中には安全対策を講じていれば防げたかも

しれない事故もありました。 

自分は大丈夫、作業効率が

悪くなる、作業をしにくくな

るではなく、一人一人が安全

について考え、全員で事故の

ない就業を目指しましょう。 

  

県の「交通安全教育講師派遣事業」を活用し、1 月 29 日と 

2 月 5 日に職員と会員（公用車運転許可登録者）を対象とした

安全運転研修を開催しました。 

研修では「交通事故発生状況」、「ドライ

ブレコーダー映像による事故の瞬間」や

「危険の予測」と「運転集中」の重要性な

どについて、一人ひとりが考えながら学ぶ

ことができました。 

全国における令和 7 年度重篤事故発生状況  

安全運転研修（交通事故防止）を開催 

死亡 入院 男性 女性

就業中 23 14 9 21 2

就業途上 6 2 4 3 3

計 29 16 13 24 5

令和７年度累計

件数
事故の程度 性別

重篤事故の件数 
（令和 7年 12月報告分までの累計） 


